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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成27年8月13日(2015.8.13)

【公表番号】特表2014-524357(P2014-524357A)
【公表日】平成26年9月22日(2014.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2014-051
【出願番号】特願2014-523439(P2014-523439)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｂ  29/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  29/03     (2006.01)
   Ｂ２３Ｃ   5/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  51/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｂ   29/00     　　　Ｐ
   Ｂ２３Ｂ   29/03     　　　Ａ
   Ｂ２３Ｃ    5/00     　　　Ａ
   Ｂ２３Ｂ   51/00     　　　Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月23日(2015.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属工作機械のためのモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）であって、相補
的なモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）の対応する第２の係合表面（１０６
）と４つの異なる回転位置においてクランプ係合するように構成された第１の係合表面（
３２）を備え、
　前記係合表面（３２、１０６）は、
　　ベース面（４８、１３２）、および
　　正確に４つの突き出た突起（５０）または正確に４つの凹部（１３４）の形態のイン
タロック要素（５０、１３４）を備え、
　各インタロック要素（５０、１３４）は、
　　前記ベース面（４８、１３２）から間隔をおいて配置され且つ間にそれが延びる２つ
の対向する縁部（７０、７２、１５０、１５２）を有する非接触面（６８、１４８）、お
よび
　　前記２つの対向する縁部（７０、７２、１５０、１５２）のそれぞれ１つから前記ベ
ース面（４８、１３２）までそれぞれ延び且つ前記クランプ係合するように構成された２
つの当接面（７４、７６、１５４、１５６）を備え、
　各突起（５０）または凹部（１３４）は、モジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１
８）の周囲面（３０、１１８）と前記第１の係合表面（３２）との交差部（５８、１４０
）に位置付けられた第１の端部（５６、１３８）を有し、
　各突起（５０）または凹部（１３４）は、第１の端部（５６、１３８）から、前記第１
の係合表面（３２）に沿って前記周囲面（３０、１１８）から間隔をおいて配置された第
２の端部（６０、１４２）まで延びている、
ことを特徴とするモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）。
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【請求項２】
　前記周囲面（３０、１１８）は、共通の縁部（４６）にて隣り合う対が隣接する副面（
３８、４０、４２、４４）を備え、前記第１の端部（５６、１３８）は前記共通の端部（
４６）にて前記第１の係合表面３２と前記周囲面３０との交差部に位置付けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載のモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）。
【請求項３】
　ヘッド部分（１８）は、単一の切削要素（２０）または複数の切削要素（２０）を保持
するように構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載のモジュール式切削
工具ホルダ部分（１６、１８）。
【請求項４】
　前記インタロック要素（５０、１３４）は正確に４つの突き出た突起（５０）であるこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ部分
（１６、１８）。
【請求項５】
　第１のベース面（４８）は、１つのまたはそれぞれの突起（５０）と係止孔（３６）と
の間に配置されたリング形状の内側部分（５２）を有することを特徴とする請求項４に記
載のモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）。
【請求項６】
　ヘッド部分（１８）には、前記第１の係合表面（３２）からヘッド部分（１８）内に延
びる係止孔（３６）が形成されており、
　前記係合孔（３６）は、細長い形状を有しており且つ前記第１の係合表面（３２）に配
置されている孔縁部７８、前記孔縁部７８から内側にヘッド部分１８内に延びている孔内
面（８０）、および前記第１の係合表面（３２）から遠位に配置されている孔端面（８２
）を有していることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のモジュール式切
削工具ホルダ部分（１６、１８）。
【請求項７】
　前記インタロック要素（５０、１３４）のそれぞれは、その中心点（６２、１４４）に
遠位の部分である前記係合表面（３２、１０６）の部分に配置されることを特徴とする請
求項１から６のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）。
【請求項８】
　前記インタロック要素（５０、１３４）のそれぞれは、テーパが付けられた形状を有す
ることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ
部分（１６、１８）。
【請求項９】
　前記当接面（７４、７６、１５４、１５６）のそれぞれは平面であることを特徴とする
請求項１から８のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８）
。
【請求項１０】
　前記当接面（７４、７６、１５４、１５６）のそれぞれは、前記ベース面（４８、１３
２）および／または前記非接触面（６８、１４８）に対して傾斜していることを特徴とす
る請求項１から９のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ部分（１６、１８
）。
【請求項１１】
　請求項１、２、７から１０のいずれか一項に記載の本体部分（１６）、および請求項１
、２、７から１０のいずれか一項に記載の相補的なヘッド部分（１８）、を備える金属工
作機械のためのモジュール式切削工具ホルダ（１０）であって、
　前記本体およびヘッドの部分（１６、１８）の１つは正確に４つの突き出た突起（５０
）の形態の前記インタロック要素（５０、１３４）を備え、前記本体およびヘッドの部分
（１６、１８）の他方は正確に４つの対応する凹部（１３４）の形態の前記インタロック
要素（５０、１３４）を備えており、
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　前記ヘッド部分（１８）は、１つ以上の切削要素を保持できるように構成されており、
　前記本体とヘッドの部分（１６、１８）の唯一の接触は前記インタロック要素（５０、
１３４）の前記当接面（７４、７６、１５４、１５６）によることを特徴とするモジュー
ル式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１２】
　前記第１の係合表面および対応する第２の係合表面（３２、１０６）は互いに４つの異
なる位置でクランプ係合するように構成されていることを特徴とする請求項１１に記載の
モジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１３】
　前記本体部分（１６）およびヘッド部分（１８）のうちの１つの他方に対する連続した
４分の１回転によって、４つの異なる位置のそれぞれに位置するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１２に記載のモジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１４】
　前記ヘッド部分（１８）の対向しており且つ傾斜している当接面（７４、７６）は、前
記本体部分（１６）の対向しており且つ傾斜しているそれぞれの当接面（１５４、１５６
）と接触して、前記ヘッドおよび本体部分（１８、１６）の時計回りと反時計回りの両方
の方向の相対回転を阻止することを特徴とする請求項１１から１３のいずれか一項に記載
のモジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１５】
　前記ヘッド部分（１８）の全ての前記当接面（７４、７６、１５４、１５６）および前
記本体部分（１６）の全ての前記当接面（７４、７６、１５４、１５６）は同時に接触す
るように構成されていることを特徴とする請求項１１から１４のいずれか一項に記載のモ
ジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１６】
　前記インタロック要素（５０、１３４）はそれぞれ係合表面（３２、１０６）の周囲に
沿って等間隔に配置されていることを特徴とする請求項１１から１５のいずれか一項に記
載のモジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１７】
　前記ヘッド部分および本体部分は、取付け－非係止位置または取付け－係止位置に互い
に対して時計回りおよび反時計回りの方向に回転するように構成されていることを特徴と
する請求項１１から１６のいずれか一項に記載のモジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１８】
　前記周囲面（３０、１１８）において各突起（５０）の前記第１の端部（５６）の最外
面または面（６４）は平面であり、および／または、各突起（５０）の前記第２の端部（
６０）の最外面（６６）は凹面であることを特徴とする請求項１１から１７のいずれか一
項に記載のモジュール式切削工具ホルダ（１０）。
【請求項１９】
　前記本体部分（１６）は前記ヘッド部分（１８）が作成される材料よりも高い剛性を有
する材料で作成されていることを特徴とする請求項１１から１８のいずれか一項に記載の
モジュール式切削工具ホルダ（１０）。
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